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(54)【発明の名称】 表示装置

(57)【要約】
【課題】優れた寿命特性を実現可能な有機ＥＬ表示装置
を提供すること。
【解決手段】本発明の表示装置１は、第１基板１１と、
前記第１基板１１の一方の主面上で配列した複数の透明
画素電極２５、前記複数の透明画素電極２５に対向した
共通電極２８、及び前記複数の透明画素電極２５と前記
共通電極２８との間に介在した光変調層２７を備えた複
数の表示素子３０と、前記第１基板１１の前記主面に対
向した第２基板３と、前記第１及び第２基板２，３間に
介在し且つ前記複数の表示素子３０を外部空間から隔離
するように構成された封止部材４とを具備し、前記第１
基板１１の前記主面は前記外部空間に部分的に露出し、
その露出した部分の少なくとも一部を被覆するように前
記共通電極２８が延在したことを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１基板と、
前記第１基板の一方の主面上で配列した複数の透明画素
電極、前記複数の透明画素電極に対向した共通電極、及
び前記複数の透明画素電極と前記共通電極との間に介在
した光変調層を備えた複数の表示素子と、
前記第１基板の前記主面に対向した第２基板と、
前記第１及び第２基板間に介在し且つ前記複数の表示素
子を外部空間から隔離するように構成された封止部材と
を具備し、
前記第１基板の前記主面は前記外部空間に部分的に露出
し、その露出した部分の少なくとも一部を被覆するよう
に前記共通電極が延在したことを特徴とする表示装置。
【請求項２】  前記共通電極は複数の金属材料層を含
み、前記金属材料層の少なくとも一層が前記露出した部
分の少なくとも一部を被覆するよう延在することを特徴
とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】  前記共通電極の前記外部空間に露出した
部分は絶縁膜で被覆されたことを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】  前記共通電極の前記外部空間に露出した
部分の上にヒートシンクをさらに具備したことを特徴と
する請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表示
装置。
【請求項５】  前記共通電極の前記外部空間に露出した
部分は凹凸表面を有していることを特徴とする請求項１
乃至請求項３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】  前記複数の透明画素電極によって規定さ
れる表示領域に対し前記反射共通電極の前記外部空間に
露出した部分の面積比は０．３５以上であることを特徴
とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表
示装置。
【請求項７】  前記表示素子は、前記光変調層に有機発
光層を用いた有機エレクトロルミネセンス素子であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示装置に係り、
特に発熱性の表示素子を含んだ表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、情報化社会は益々進展し、携帯機
器や端末機器も急速に普及している。そのような状況の
もと、それら機器に搭載される平面表示装置には、低消
費電力化が強く要求されている。
【０００３】有機エレクトロルミネッセンス（以下、有
機ＥＬという）発光素子は、自発光型の薄膜表示素子
［C. W. Tang and S. A. VanSlyke, Appl. Phys. Lett.
 51, 913 (1987)］である。有機ＥＬ発光素子による
と、１０Ｖ以下の低電圧で青、緑、赤をはじめとする様
々な発光色を生じさせることができる。そのため、有機
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ＥＬ発光素子を搭載した有機ＥＬ表示装置は、液晶表示
装置に代わる次世代の平面表示装置として有力視されて
いる。
【０００４】しかしながら、有機ＥＬ表示装置は、液晶
表示装置と比べて寿命τが短い。現状では、有機ＥＬ表
示装置の輝度は１万時間程度で半減する。したがって、
有機ＥＬ表示装置では、寿命特性を向上させることが極
めて重要である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点
に鑑みてなされたものであり、優れた寿命特性を実現可
能な有機ＥＬ表示装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明は、第１基板と、前記第１基板の一方の主面
上で配列した複数の透明画素電極、前記複数の透明画素
電極に対向した共通電極、及び前記複数の透明画素電極
と前記共通電極との間に介在した光変調層を備えた複数
の表示素子と、前記第１基板の前記主面に対向した第２
基板と、前記第１及び第２基板間に介在し且つ前記複数
の表示素子を外部空間から隔離するように構成された封
止部材とを具備し、前記第１基板の前記主面は前記外部
空間に部分的に露出し、その露出した部分の少なくとも
一部を被覆するように前記共通電極が延在したことを特
徴とする表示装置を提供する。
【０００７】なお、ここで、「光変調層」とは、有機エ
レクトロルミネッセンス発光層などの発光層や液晶層な
どを含むこととする。
【０００８】本発明において、共通電極は複数の金属材
料層を含むことができる。これら金属材料層の少なくと
も一層は上記露出した部分の少なくとも一部を被覆する
ように延在していてもよい。本発明において、共通電極
の外部空間に露出した部分は絶縁膜で被覆されていても
よい。
【０００９】本発明の表示装置は、共通電極の外部空間
に露出した部分の上にヒートシンクをさらに具備してい
てもよい。本発明において、共通電極の外部空間に露出
した部分は凹凸表面を有していてもよい。本発明におい
て、複数の透明画素電極によって規定される表示領域に
対し反射共通電極の外部空間に露出した部分の面積比は
０．３５以上であってもよい。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態につい
て、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図に
おいて、同様または類似する構成要素には同一の参照符
号を付し、重複する説明は省略する。
【００１１】図１は本発明の第１の実施形態に係る有機
ＥＬ表示装置を概略的に示す平面図であり、図２は図１
に示す有機ＥＬ表示装置のＡ－Ａ線に沿った断面図であ
る。なお、図２では、図１に示す有機ＥＬ表示装置の一
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部のみが描かれている。
【００１２】図１及び図２に示す有機ＥＬ表示装置１
は、アレイ基板２と封止基板３とを封止部材であるシー
ル層４を介して対向させた構造を有している。シール層
４は封止基板３の周縁に沿って設けられており、それに
より、アレイ基板２と封止基板３との間に密閉された空
間を形成している。この空間は、例えば希ガスのような
不活性ガスで満たされている。
【００１３】アレイ基板２は、表示領域６を含んでい
る。表示領域６には、後述するＴＦＴと有機ＥＬ発光素
子３０等とで構成された表示画素がマトリクス状に配列
されるとともに、表示画素の縦横の配列に沿って走査線
及び信号線（いずれも図示せず）が配置されている。各
表示画素は、走査線および信号線の各交点付近に配置さ
れる画素スイッチと、前記画素スイッチにより選択され
た際に対応する有機ＥＬ素子を駆動する電流を供給する
駆動制御素子２０と、有機ＥＬ発光素子３０とから構成
される。例えば、画素スイッチはｎｃｈＴＦＴ、駆動制
御素子２０はｐｃｈＴＦＴで構成される。また、表示領
域６の周囲には、走査線に走査信号に対応した電圧を印
加する走査線ドライバ１０ａ及び信号線に映像信号に対
応した電圧を印加する信号線ドライバ１０ｂがそれぞれ
配置されている。以下、アレイ基板２の構造について、
さらに詳しく説明する。
【００１４】アレイ基板２は、ガラス基板のような基板
１１を有している。基板１１上には、例えば、ＳｉＮ

x

などからなるアンダーコート層１２及びＳｉＯ
2
などか

らなるアンダーコート層１３が順次積層されている。ア
ンダーコート層１３上には、チャネル及びソース・ドレ
インが形成されたポリシリコン層のような半導体層１
４、ゲート絶縁膜１５、及びゲート電極１６が順次積層
されており、それらはＴＦＴを構成している。
【００１５】ゲート絶縁膜１５及びゲート電極１６上に
は、ＳｉＯ

2
などからなる層間絶縁膜２１が設けられて

いる。層間絶縁膜２１上には電極配線２２ａ，２２ｂ及
びソース・ドレイン電極２３が設けられており、それら
は、ＳｉＮ

x
などからなるパッシベーション膜２４で埋

め込まれている。なお、ソース・ドレイン電極２３は、
層間絶縁膜２１に設けられたコンタクトホールを介して
ＴＦＴのソース・ドレインに電気的に接続されている。
【００１６】パッシベーション膜２４上には、透明画素
電極（ここでは陽極）２５及びポリイミドなどのような
樹脂からなる隔壁層２６が並置されている。隔壁層２６
には、それぞれの画素電極２５に対応して開口が設けら
れており、それら開口内で露出した画素電極２５上に
は、例えば、赤色、緑色、または青色の蛍光性有機化合
物を含んだ薄膜である発光層２７が設けられている。隔
壁層２６及び発光層２７上には反射共通電極２８が設け
られており、共通電極２８はパッシベーション膜２４及
び隔壁層２６に設けられたコンタクトホール（図示せ *
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*ず）を介して電極配線２２ｂに電気的に接続されてい
る。それぞれの有機ＥＬ発光素子３０は、これら画素電
極２５，発光層２７，共通電極２８で構成されている。
【００１７】なお、隔壁層２６には、シール層４の位置
に、底面がパッシベーション膜２４の上面で構成された
溝が設けられている。また、隔壁層２６の表面は、共通
電極２８によって、アレイ基板２と封止基板３とシール
層４とで囲まれた空間から隔離されている。このような
構造によると、水蒸気などが隔壁層２６を透過して上記
空間内へと侵入するのを良好に抑制することができる。
【００１８】さて、図１及び図２に示す有機ＥＬ表示装
置１では、反射共通電極２８は表示領域６だけでなく外
部空間に露出したアレイ基板２の表面をも覆うように設
けられている。このような構造によると、以下に説明す
るように、優れた寿命特性を実現することができる。
【００１９】有機ＥＬ発光素子３０の発光層２７は電流
を流すことにより発光するが、流した電流の全てが発光
に寄与する訳ではない。例えば、電気エネルギーの１～
２％程度が光に変換され、残りの多くは熱に変換され
る。有機ＥＬ発光素子の寿命τは、以下の式に示すよう
に、使用温度Ｔが高いほど短い。なお、下記式におい
て、Ｅａは劣化の活性化エネルギーを示し、ｋはボルツ
マン定数を示している。したがって、有機ＥＬ発光素子
３０の寿命特性を向上させるには、発光層２７の発熱に
起因した温度上昇を抑制することが重要である。
【００２０】
【数１】

【００２１】しかしながら、通常の有機ＥＬ表示装置で
は、アレイ基板と封止基板とをシール層を介して対向さ
せ、それら基板間に密閉された空間を形成した構造を採
用している。そのため、発光層２７で生じた熱は上記密
閉空間に閉じ込められ、外部空間に放熱され難い。この
ような理由から、従来の有機ＥＬ表示装置では、基板温
度が高くなり易く、優れた寿命特性を実現することが困
難であった。
【００２２】これに対し、本実施形態に係る有機ＥＬ表
示装置１では、上記の通り、反射共通電極２８を表示領
域６だけでなく外部空間に露出したアレイ基板２の表面
をも覆うように延在させている。反射共通電極２８は、
基板３，１１などとして典型的に使用されるガラス基板
などに比べて遥かに熱伝導率が高い。そのため、発光層
２７で生じた熱を共通電極２８を介して外部空間へと速
やかに放熱させることができる。したがって、本実施形
態に係る有機ＥＬ表示装置１によると、基板温度が高く
なるのを抑制することができ、優れた寿命特性を実現す
ることが可能となる。
【００２３】本実施形態において、画素電極２５を含む
表示領域６に対し共通電極２８の外部空間に露出した部
分の面積比は０．３５以上であることが好ましい。有機
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5
ＥＬ発光素子３０の発熱量の総和は表示領域６の面積に
相関しており、反射共通電極２８の放熱能はその外部空
間に露出した部分の面積などと相関している。通常、そ
れらの面積比が上記の下限値以上であれば、寿命特性を
著しく改善することができる。なお、上記面積比の上限
値に特に制限はないが、過剰に大きい場合には、より大
きな基板１１を使用する必要が生じる。したがって、上
記面積比は０．４５以下であることが好ましい。
【００２４】また、通常の有機ＥＬ表示装置では共通電
極の膜厚は３０００～５０００Åであるが、本実施形態
では共通電極２８の膜厚を５０００Åよりも厚くするこ
とが好ましい。この場合、より優れた放熱性を実現する
ことができる。なお、共通電極２８の膜厚の上限値に特
に制限はないが、過剰に厚くした場合にはその成膜に長
時間を要することとなる。したがって、共通電極２８の
膜厚は１μｍ以下であることが好ましい。
【００２５】本実施形態において、共通電極２８は金属
材料層を含むことができる。金属材料層の材料として
は、例えば、バリウム、銀、アルミニウムなどの金属
や、それらの合金などを挙げることができる。
【００２６】共通電極２８の層構造は、単層構造であっ
てもよく、或いは、多層構造であってもよい。共通電極
２８に多層構造を採用した場合、共通電極２８を構成す
る全ての層をアレイ基板２の露出部まで延在させてもよ
いが、一部の層のみをアレイ基板２の露出部まで延在さ
せれば十分である。すなわち、例えば、発光層２７側か
らバリウム層、銀層、アルミニウム層を順次積層してな
る積層体を共通電極２８として利用する場合、アルミニ
ウム層のみをアレイ基板２の露出部まで延在させればよ
い。尚、ここで、バリウム層、銀層は有機ＥＬ素子の陰
極として機能し、アルミニウムのその保護層として機能
する。
【００２７】本実施形態において、共通電極２８の外部
空間に露出した部分は絶縁膜で被覆することが好まし
い。この場合、漏電や共通電極２８の劣化を防止するこ
とができる。共通電極２８上に設ける絶縁膜は、例え
ば、無機高分子材料や有機高分子材料などからなる塗膜
であってもよく、或いは、共通電極２８の表面を酸化及
び／または窒化することなどにより得られる膜であって
もよい。
【００２８】本実施形態では、図１に示すように有機Ｅ
Ｌ表示装置１を見た場合に、表示領域６に対して上方に
反射共通電極２８を延在させたが、反射共通電極２８
は、表示領域６に対して上、下、右、左のいずれの方向
に延在させてもよい。さらに、反射共通電極２８は、表
示領域６に対して上、左、下、右、左の２つ以上の方向
に延在させてもよい。
【００２９】次に、本発明の第２の実施形態について説
明する。図３は、本発明の第２の実施形態に係る有機Ｅ
Ｌ表示装置を概略的に示す平面図であり、図４は図３に
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示す有機ＥＬ表示装置のＢ－Ｂ線に沿った断面図であ
る。なお、図４では、図３に示す有機ＥＬ表示装置の一
部のみが描かれている。また、図４では、基板１１と反
射共通電極２８との間に介在した層は省略している。
【００３０】図３及び図４に示す有機ＥＬ表示装置１
は、反射共通電極２８の外部空間に露出した部分の上に
銅などの金属材料からなるヒートシンク３５が設けられ
ていること以外は図１及び図２に示した有機ＥＬ表示装
置１と同様の構造を有している。ヒートシンク３５は、
その材料、質量、形状などにより、熱容量や放熱性を自
由に設計することができる。そのため、このような構造
によると、有機ＥＬ発光素子３０で生じた熱をより速や
かに外部空間に放熱させることが可能となる。したがっ
て、本実施形態によると、より優れた寿命特性を実現す
ることができる。
【００３１】また、ヒートシンク３５を使用した場合、
反射共通電極２８の外部空間に露出した部分の面積は、
ヒートシンク３５と反射共通電極２８とを熱的に接続可
能な程度で十分である。加えて、ヒートシンク３５は、
反射共通電極２８とを熱的に接続されている限り、任意
の位置に配置することができる。そのため、本実施形態
によると、有機ＥＬ表示装置１の平面サイズの拡大を伴
うことなく、寿命特性を向上させることができる。
【００３２】本実施形態では、図３に示すように有機Ｅ
Ｌ表示装置１を見た場合に、表示領域６に対して上方に
反射共通電極２８を延在させ、そこにヒートシンク３５
を設けたが、ヒートシンク３５は、表示領域６に対して
上側、下側、右側、左側に配置してもよい。また、ヒー
トシンク３５は、表示領域６に対して上側、左側、下
側、右側、左側の２つ以上に配置してもよい。
【００３３】次に、本発明の第３の実施形態について説
明する。図５は、本発明の第３の実施形態に係る有機Ｅ
Ｌ表示装置の一部を概略的に示す断面図である。なお、
図５は、図４と同様の断面を描いている。
【００３４】図５に示す有機ＥＬ表示装置１は、反射共
通電極２８の外部空間に露出した部分が凹凸表面を有し
ていること以外は、図１及び図２に示した有機ＥＬ表示
装置１とほぼ同様の構造を有している。このような構造
によると、反射共通電極２８の外部空間に露出した部分
の実効的な表面積を増大させることができる。したがっ
て、有機ＥＬ表示装置１の平面サイズの拡大を伴うこと
なく、寿命特性を向上させることができる。
【００３５】本実施形態において、反射共通電極２８の
露出面を凹凸表面とする方法に特に制限はない。例え
ば、図５に示すように、反射共通電極２８の下地に凹凸
構造を設けることにより、反射共通電極２８の露出面を
凹凸表面としてもよい。例えば、隔壁層２６のパターニ
ングと同時にシール層の外側部分の隔壁層にも開口を形
成し、反射共通電極２８を成膜してもよい。製造工程を
増大することなく凹凸表面を形成することができる。或
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7
いは、平坦な反射共通電極２８を形成したのち、これに
凹凸加工を施してもよい。
【００３６】本実施形態において、反射共通電極２８の
露出面だけでなく、シール層４に対向した面も凹凸表面
としてもよい。この場合、反射共通電極２８へのシール
層４の密着性が向上する。
【００３７】
【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。
（例１）図１及び図２に示す有機ＥＬ表示装置１を作製
した。ここでは、表示領域６の対角サイズを６インチと
し、精細度は１５０ｐｐｉ（pixel per inch）とした。
また、発光層２７としては赤色に発光する発光層を形成
した。反射共通電極２８としては、発光層２７側からバ
リウム層、銀層、アルミニウム層を順次積層してなる積
層体を形成し、アルミニウム層のみをアレイ基板２の露
出部まで延在させた。なお、アルミニウム層の膜厚は８
０００Åとし、アルミニウム層の外部空間に露出した表
面には酸化処理することによって酸化アルミニウム膜を
形成した。以上のようにして、表示領域６に対する反射
共通電極２８の露出部の面積比が互いに異なる複数の有
機ＥＬ表示装置１を作製し、次いで、これら有機ＥＬ表
示装置１を室温下で連続点灯して寿命特性を調べた。
【００３８】図６は、例１で作製した有機ＥＬ表示装置
１の寿命特性を示すグラフである。図中、横軸は表示領
域６に対する反射共通電極２８の露出部の面積比を示
し、縦軸は輝度が半減するまでの時間である寿命τを示
している。
【００３９】図６に示すように、反射共通電極２８を外
部空間に露出させていない従来の有機ＥＬ表示装置では
寿命τは１万時間であった。それに対し、反射共通電極
２８を外部空間に露出させた場合には、反射共通電極２
８を外部空間に露出させていない場合に比べて寿命τが
長く、特に、面積比が０．３５以上の場合には３万時間
以上の寿命τを実現することができた。
【００４０】（例２）図３及び図４に示す有機ＥＬ表示
装置１を作製した。なお、本例では、表示領域６に対す
る反射共通電極２８の露出部の面積比を０．２とし且つ
反射共通電極２８の露出部上に銅製のヒートシンク３５
を取り付け、それ以外の条件は例１と同様とした。この
有機ＥＬ表示装置１についても、例１で説明したのと同
様の条件で寿命特性を調べた。その結果、寿命τは３万
時間であった。
【００４１】（例３）図５に示す有機ＥＬ表示装置１を
作製した。なお、本例では、表示領域６に対する反射共
通電極２８の露出部の面積比を０．２とし且つ基板１１
に凹凸構造を設けることにより反射共通電極２８の露出
面を凹凸表面とし、それ以外の条件は例１と同様とし
た。この有機ＥＬ表示装置１についても、例１で説明し

8
たのと同様の条件で寿命特性を調べた。その結果、寿命
τは２万時間であった。
【００４２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明では、反射
共通電極を外部空間に露出するように延在させる。その
ため、有機ＥＬ発光素子で生じた熱を反射共通電極を介
して外部空間へと速やかに放熱させることができる。し
たがって、基板温度が高くなるのを抑制することがで
き、優れた寿命特性を実現することが可能となる。すな
わち、本発明によると、優れた寿命特性を実現可能な有
機ＥＬ表示装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装
置を概略的に示す平面図。
【図２】図１に示す有機ＥＬ表示装置のＡ－Ａ線に沿っ
た断面図。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装
置を概略的に示す平面図。
【図４】図３に示す有機ＥＬ表示装置のＢ－Ｂ線に沿っ
た断面図。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る有機ＥＬ表示装
置の一部を概略的に示す断面図。
【図６】例１で作製した有機ＥＬ表示装置の寿命特性を
示すグラフ。
【符号の説明】
１…有機ＥＬ表示装置
２…アレイ基板
３…封止基板
４…シール層
６…表示領域
１０ａ…走査線ドライバ
１０ｂ…信号線ドライバ
１１…基板
１２，１３…アンダーコート層
１４…半導体層
１５…ゲート絶縁膜
１６…ゲート電極
２０…駆動制御素子
２１…層間絶縁膜
２２ａ，２２ｂ…電極配線
２３…ソース・ドレイン電極
２４…パッシベーション膜
２５…透明画素電極
２６…隔壁層
２７…発光層
２８…反射共通電極
３０…有機ＥＬ発光素子
３５…ヒートシンク
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